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２０２０事業年度事業報告書 

                   

当財団は、「郵便局等を通じて行われる個人の貯蓄活動並びに郵便局等のお客様に  

対するサービスの向上及び利用増進に関する調査、研究、助成、啓発その他の貢献を行う

ことにより、国民の福祉の増進に寄与する」という目的を達成するため、個人貯蓄・資産

運用等の調査研究、民間海外援助活動の支援、手紙文化の普及、金融相談等の各種事業を

実施した。 

 

Ⅰ 具体的事業内容 

１ 個人貯蓄等研究事業 

郵便局等を通じて行われる個人金融や郵便局等の提供する金融商品・サービスが 

健全かつ着実に発展・普及することに資するため、これらに関する基礎的、専門的な

研究及び調査を行った。 

(１) 『季刊 個人金融』の発行 

個人・家計を取り巻く個人貯蓄を中心とした金融問題に焦点を当て、研究者・ 

実務家による論文・調査研究レポート等を掲載した機関誌『季刊個人金融』を 

４回発行するとともに、特集と調査研究の論文については原則として全文を 

ホームページにも掲載した。 

発行に当たっては、大学の研究者、銀行等の実務家からなる編集委員会に   

おいて、個人金融に関わる課題等を議論の上、特集として掲載するテーマを決定

し、その分野での専門的研究者に執筆を依頼した。 

２０２０年度の特集として、「公的年金の財政検証」(２０２０年春号)、「シェ

アリングエコノミー」(２０２０年夏号)、「個人投資の新しい流れ」(２０２０年

秋号)、「地域の再生と金融」(２０２１年冬号)を取り上げた。 

 (２)  外部研究者と連携した調査研究会の実施 

個人金融等を主要なテーマとした委託研究を行ったほか、インターネット上  

に設けた研究会のホームページ内での議論と実際の会合を組合せて行う調査   

研究会を実施した。調査研究会の研究成果は、『２０２０年度貯蓄・金融・経済

研究論文集』として２０２１年３月に刊行した。 

２０２０年度に実施した委託研究及び調査研究報告会開催状況は、次のとお

りである。 

ア ２０２０年度委託研究 

テーマ：「戦後ゆうちょの存在意義の歴史的変遷」 

委託先：平成国際大学法学部准教授 伊藤 真利子 

 

イ 研究会メンバーによる調査研究報告会 

東京研究会 
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開催日 : ２０２０年１２月１１日 

テーマ :「家計の貯蓄・保険保有と関係する消費項目について」 

：「Impact of the Coronavirus Pandemic Crisis on 

 the Financial System in the Eurozone」 

(３)  個人金融に関する外国調査 

２０２０年度は、米国等１６か国を対象に個人金融分野に係る金融制度・税制、

個人向け金融サービス、最近の金融動向、郵便貯金・貯蓄銀行等の概要などにつ

いて、文献調査等による掲載データの更新等を行い、報告会を６回開催し、調査

結果は報告会終了後、逐次ホームページに掲載した。 

 （４） 国民利用者の金融行動に係る調査 

全国５，０００世帯を対象に「第４回家計と貯蓄に関する調査」を２０２０年 

１１月から１２月にかけて実施し、その調査結果の概要を２０２１年４月にホー 

ムページに掲載した。 

 

２ 資産運用等研究事業 

金融資産の運用及びその市場に関する調査研究等を行い、当該研究等の成果や  

これらに関する適切な情報を提供する等の事業を行った。 

(１) 金融経済に関する調査・分析 

内外の金融経済の動向や金融市場の調査・分析を行い、その成果を外部       

研究者等による論文等も含めて『ゆうちょ資産研レポート』として隔月で刊行し、

賛助会員等に提供するとともにホームページにも掲載した。 

(２) 金融資産の運用及び金融市場に関する調査研究 

ゆうちょ銀行の資産運用や事業取組みなどの新たな動きのほか、ゆうちょ銀行   

の業務運営等を収録した『ゆうちょ銀行等の動向（２０２０年版）』等を刊行し 

賛助会員等に提供するとともにホームページにも掲載した（２０２０年１１月）。 

また、『外貨調達市場に関する調査研究』を行い、冊子として発行し賛助会員等

に提供するとともにホームページにも掲載した（２０２１年３月）。 

(３) 研究助成事業の実施 

金融市場（個人金融資産の運用を含む）に関する調査研究を対象に、審査     

委員会の審査を経て研究助成金の交付を決定した（２０２０年７月）。２０２０年

度の対象者は、菅野 正泰（日本大学教授）、宮崎 智視（神戸大学准教授）、佐

藤 愛（RMIT University, Australia, Assistant Professor）、中園 善行（横

浜市立大学大学院客員准教授）、三輪 宏太郎（九州大学准教授）、竹井 郁夫（ウ

ィスコンシン大学博士課程）の６名。  

また、２０１９年度の研究助成対象者の論文集『ゆうちょ資産研究』         

（第２７巻）を発行し賛助会員等に提供するとともにホームページにも掲載した

（２０２０年１２月）。 
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なお、賛助会員や研究者等を対象にした「第１４回研究助成論文報告会」 

を次のとおりホームページ上でＷＥＢ開催した。 

開催日：２０２０年９月１５～３０日 

方 法： プレゼンテーション資料（一部、説明録画）のホームページ掲載に 

     よるＷＥＢ開催 

       テーマ①：デフレ下における資産価格変動と金融政策運営 

（発表者）奴田原 健悟（専修大学教授） 

テーマ②：低金利政策下における銀行のリスクテイク行動と銀行間競争 

（発表者）式見 雅代（長崎大学教授） 

テーマ③：視線計測実験による金融商品選択行動の研究（共同研究） 

（発表者）小林 伸（早稲田大学大学院博士課程） 

     新井 拓也（マーサージャパン㈱アナリスト） 

テーマ④：取締役会の構造・個人ネットワークが日本企業の不正発生・   

発覚に与えた影響（共同研究） 

（発表者）長田 健（埼玉大学准教授） 

     橋本 武敏（日本銀行企画役） 

テーマ⑤：金融システム安定化と銀行規制一元化への挑戦 

     ：ヨーロッパから学ぶシステミックリスクの事前防止策 

(発表者) 佐藤 秀樹（金沢大学准教授） 

テーマ⑥：1903年の普通銀行は預金銀行だったか 

−『銀行通信録』データを用いた分析−（共同研究） 

(発表者) 早川 大介（愛知大学准教授） 

    三浦 一輝（常葉大学准教授） 

     靎見 誠良（法政大学名誉教授） 

(４) セミナーの開催 

計画していた賛助会員等を対象にした「ゆうちょ資産研セミナー」は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を考慮して中止とした。 

 

３ 民間海外援助活動等の啓発支援事業 

郵便局等の提供する金融商品に附帯する寄附金の配分に係る民間海外援助活動を  

支援するとともに、これらの支援活動について広く周知し、国際協力に関する理解促

進に努めた。 

(１) 民間海外援助活動に対する支援事業 

    ア  活動助成 

草の根国際ボランティア活動の促進に寄与し、民間海外援助活動が円滑かつ 

継続的に行われるように２０２０年度活動助成は１１団体の活動に対し     

助成を行った(うち６団体は新型コロナウイルス感染症の影響で最長 1 年活動

期間を延長している)。 
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なお、２０２１年度活動助成は、ＮＧＯ団体の規模に応じ、収入５，０００万

円未満の団体をＪ枠、収入５，０００万円以上の団体をＳ枠に分けて行い、審査

委員会の審査を経て、Ｊ枠は申請１５団体のうち６団体、Ｓ枠は申請７団体のう

ち４団体への助成を決定した。 

イ 講演会等への助成 

助成を受けているＮＧＯ団体が開催する講演会経費等について、計１団体を

助成した。 

ウ ＮＧＯに対する支援事業等についての周知のために例年行っている、「グロ

ーバルフェスタ」「ワンワールドフェスティバル」などの国際協力イベントへの

出展や郵政博物館へのパネルの展示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、これらのイベントの開催が中止・オンライン開催となったり、活動の

進捗に影響が出ている助成団体が多かったことから、実施していない。 

 (２) 国際協力報告会の開催 

活動助成を受けたＮＧＯの代表者やスタッフなどの参加を得て例年開催して

いる国際協力報告会は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、２０２０

年度の会合の開催は行わず、活動報告をビデオ収録しホームページにアップし

た。 

報告：「ネパールにおける支援活動」 

   （報告者）特定非営利活動法人ラブグリーンジャパン 

(３) 海外援助活動助成団体の活動状況調査 

２０２０年度は、ミャンマー連邦共和国で活動する助成団体の調査を予定して

いたが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大しており、渡航も制限されてい

たことから中止した。 

 

４ 郵便局利用者に対するサービスの向上と利用増進に関する事業 

手紙文化の普及、郵便業務に携わる日本郵政グループ会社社員のスキル   

アップ支援等を通じて、郵便局利用者のサービスの向上と利用促進を図った。 

(１) 「想いを伝える手紙・はがき作成支援サイト」の提供と素材の拡充 

手紙の文例、テンプレート、写真・イラストをダウンロードして、想いを     

伝える手紙・はがきを楽しく、簡単に作成できるように支援するホームページ

において、干支のイラスト等４２素材の追加等を行い、利便性の向上を図った。 

２０２１年３月末現在のダウンロード件数は２７，７５８件、掲載している 

素材は、文例１５６件、イラスト８１６件、テンプレート１１０件となった。 

(２) はがきコンクールの実施 

新たな利用方法を提起することにより、手紙・はがき文化を振興し、利用   

促進を図るため、名言、短歌、俳句、川柳に文章または一言を添えて     

想いを伝えるはがきを募る「名言はがき、短歌はがき、俳句はがき、川柳     

はがき」コンクール（第１１回）を実施した。  
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当該コンクールの募集チラシを、主要郵便局及び全国の短歌俳句等の同好

会・サークルなどに送付した結果、応募件数は２，３５０件であり、昨年度         

（２，１８９件）に比べ、１６１件増（７％増）であった。 

一般の部３８作品、ジュニアの部２２作品、課題作品１５作品を入賞     

作品として選考するとともに、多数の優れた作品の応募があった小・中学校７

校に団体賞を贈呈した。入賞作品については、はがきを書く際の参考としても

らうため、「想いを伝える手紙・はがき作成支援サイト」に文例として掲載し

たが、一昨年度のスマートフォン等での閲覧環境改善、及びホームページの  

リニューアルにより、年度末現在のアクセス件数は１２３，９１１件となり昨

年同時期（８２，５０７件）に比べ、１５０％（５０％増）となった。 

      また、はがきコンクール 10年史として、「はがきコンクール 10年のあゆみ」 

の冊子を調製し、日本郵便株式会社本社や郵便局等に配付した。 

(３) 「郵便認証事務エキスパート養成講座」の開設 

内容証明及び特別送達の取扱いをする郵便物については、郵便認証司の認証 

  を受けることが郵便法上規定され、その適切な実施が要請されていることから、

必要な知識・技能の習得と郵便認証事務のスキルアップを支援するため、日本

郵便株式会社の社員を対象に「郵便認証事務エキスパート養成講座」を開講し

た。内容証明郵便取扱郵便局６，０４０局へ受講勧奨を行った結果、受講者は

３４６名となった。（昨年度は２３６名で、今年度は＋４６％） 

(４) 調査研究助成事業の実施 

郵便・物流・流通分野に関する調査研究を対象に、審査委員会の審査を経て 

研究助成金の交付（２件）を決定した。 

  ２０２０年度の対象者は、加藤 幸治（日本大学大学院教授）他１名、 

伊藤 雅之（筑波学園大学教授）他１名のいずれも共同研究。 

また、２０１９年度の助成研究は、調査研究助成論文を発行するとともに、

ホームページにも掲載した。 

 

５ 金融相談等事業 

高齢者及び障がい者等を対象に、専門相談員による金融相談会や金融教育講座等 

を開催し、金融を巡る諸問題に関する相談に応じるとともに、金融被害等の関連  

情報の提供を行う事業を実施した。また、同様の金融相談・教育活動を行っている

ＮＰＯ等に対し、その活動費の一部を助成するとともに、活動の実態を広く周知し

社会的な認知度を高める事業を行った。 

(１) 相談会の開催 

ア 知的障がい等のある子を持つ保護者を対象とする相談会の開催 

知的障がい、発達障がいのある子を持つ保護者を対象とした相談会を、 

財団会議室およびオンラインにて開催した（相談者７０名／２１回開催中オン

ライン開催５回)。 
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     イ ひとり親世帯に対する家計相談会の開催 

       ひとり親世帯を対象にした相談会を、都内及び横浜市ならびに鹿児島市で

開催した。なお、都内及び横浜市での相談会は、６月開催分よりオンライン

開催に切替えて行った（相談者１０５名／４０回開催中オンライン開催２７

回）。 

(２) 金融教育講座の開催  

ア 知的障がい者等に対する金融教育講座への講師派遣 

知的障がい者等を対象に金銭管理や金融トラブル防止を内容とした金融 

教育講座へ１４名の講師を派遣した。 

     イ  金融教育支援員養成講座の開講 

知的障がい者等に対する金銭管理講座等の講師や金融トラブル防止等の 

啓発活動を行う人を養成するための「金融教育支援員養成講座」を開講し、 

金融教育支援員向けセミナーを動画配信（４本）に代えて行った。 

(３) 金融相談等活動助成事業の実施 

     ア  活動助成の実施 

社会人向けに金融相談活動や金融教育活動を行うＮＰＯ等の活動に     

対して、活動費の一部を助成する金融相談等活動助成事業を実施し、        

２０２０年度は、２１団体・１０４活動に対して助成を行う予定だったが、

適切な感染防止対策を条件に活動の可否を判断するよう促し、特例として活

動実施を来年度へ繰り越せるようにした（１活動中止。７５活動実施うち１

活動に対して活動監査を行った。残り２８活動は来年度へ繰り越し）。 

当該年度の助成対象活動の中から、特に優れた活動に対して授与される  

「優秀活動賞」は、該当なしとした。 

また、２０２１年度は、申請２１団体・１１３活動のうち審査委員会の     

審査を経て１９団体・９２活動への助成を決定した。 

イ  活動助成報告会の開催 

金融相談等活動助成事業に対する理解を深めるとともに、同様の活動を   

実施している団体間の交流を図るため、「活動助成報告会」を開催していた

が、２０２０年度は中止とした。 

なお、同報告会にて表彰する予定だった前年度の「優秀活動賞」について

は、表彰団体：一般社団法人青森県手をつなぐ育成会へ賞状と副賞の送付に

代えて表彰を行った。 

 

６  教育・出版関連事業 

金融知識の普及啓発に寄与するとともに、郵便局等利用者のサービス向上と利用 

増進に資するため、日本郵政グループ会社社員のお客様対応に関する資格取得、   

スキルアップ等を図る関連施策を行った。 
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(１) 資格取得・スキルアップ施策 

ア 個人向けに、「ＣＦＰ養成講座」、「ＡＦＰ・２級ＦＰ技能士養成講座」、「３

級ＦＰ技能士養成講座」、「ＡＦＰ特修講座」、「年金相談に強くなる講座」、「個

人型ＤＣ（確定拠出年金）がよくわかる講座」の６講座を開講した。 

イ 日本郵政グループ会社社員のスキルアップ支援として、下記３講座を開講

した。 

▶「ＣＦＰ養成講座」：１１９名（前年度９６名 +23％増） 

▶「ＡＦＰ特修講座」：２２４名（前年度１５８名 +41％増） 

▶「年金相談に強くなる講座」：５３名（前年度８４名 -36％減） 

(２) 研修業務等を受託 

ゆうちょ銀行及び郵便局の年金相談会への年金相談員派遣を受託し、２名を 

  派遣した。 

(３) セミナー業務 

ＦＰ資格保有者の継続単位取得のための「ＦＰ継続教育セミナー」（日本    

ＦＰ協会認定）を、東京都内及び大阪市内で４１回開催した。 

また、９月開催分よりオンライン開催を導入し、会場開催と並行して実施し

ている（オンライン開催１７回）。 

▶「ＦＰ継続教育セミナー」：４０８名（前年度９７２名 -58％減） 

 

 

Ⅱ 郵政博物館の運営に係る支援 

   公益財団法人通信文化協会が運営する「郵政博物館」の運営に係る経費の一部に  

ついて寄附を行った。 

 

 

Ⅲ 法人運営 

１ 評議員会 

（１） 第１５回評議員会（書面開催）（２０２０年４月９日確認） 

《議案》 

ア ゆうちょ財団理事の選任について（案） 

（２） 第１６回評議員会（書面開催）（２０２０年６月２５日確認） 

《議案》 

ア ゆうちょ財団評議員の選任について（案） 

イ ゆうちょ財団理事の選任について（案） 

《報告事項》 

      ア ２０１９事業年度事業報告書 

      イ ２０１９事業年度決算報告書 

      ウ 公益目的支出計画実施報告書の提出について 
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      エ ゆうちょ財団役員退職手当支給における貢献度合率について 

２ 理事会 

（１） 第３１回理事会（書面開催）（２０２０年６月１０日確認） 

《議案》 

ア ２０１９事業年度事業報告書（案） 

イ ２０１９事業年度決算報告書（案） 

ウ 公益目的支出計画実施報告について（案） 

エ 第１６回評議員会の議案について（案） 

（ア）ゆうちょ財団評議員の選任について（案） 

（イ）ゆうちょ財団理事の選任について（案） 

オ 役員退職手当支給における貢献度合率について（案） 

   （２） 第３２回理事会（書面開催）（２０２０年６月２９日確認) 

     《議案》 

ア 理事長の選任について（案） 

      イ 専務理事の選任について（案） 

   （３） 第３３回理事会（オンライン開催）（２０２０年１１月１１日） 

     《報告事項》 

ア 業務推進状況（２０２０事業年度上半期） 
   （４） 第３４回理事会（オンライン開催）（２０２１年３月２３日） 
     《議案》 

ア ２０２１事業年度事業計画書（案） 

イ ２０２１事業年度収支予算書（案） 

ウ 第１７回・第１８回評議員会の開催について（案） 

     《報告事項》 

       ア 業務推進状況（２０２０事業年度下半期) 

 

 

◎ 一般社団・財団法人法施行規則第 34条に関する報告 

事業報告の内容を補足する重要な事項はないので附属明細書は、作成しない。 

 


